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じめに

本稿の課題は，信用組合法案(明治24年の第2帝国議会上程〕の社会的性格

を考察するてんにおいている O これまで，信用組合法案を正面からとりあげる

ことは，少なかったようにおもわれる。それは，信用組合法案の成立にいたら

なかったことにもよっていよう。そしてとりあげられるとしても，多くは産業

組合法の制定をあとず、けるばあいであって，信用組合法案上程時の品川弥二郎

や平旧東助の議会発言の援用にとどまっていたのではないだろうか。いわゆる

日本における農村協同組合・立法は， 1"中産以下の人民」の維持のため必要とさ

iまI 

当該期は内務大

~êたとして。

1 )品川弥二‘郎一天保14年 (1834年)~明治33年(1900年〉。
医。

2)平田東助一嘉永2年 (1849)~大正14年 (1925年〉。当該期は法if，!J局部長。
2人はともに山県有朋を頂点にして，内務行政の枢要を占めていた。とくに

平田は山県の「ふところ刀」として。
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{，? ifl組合法案の社会的性格

ともあれ信用組合法案としてうちだされた農村協同組合の構想は，産業組合

法として結実するまで約10年ちかくを要しているのである。この10年ちかくと

いうものは，日本資本主義が前近代的な農業部門を基底にして急速な発展をと

げはじめた段附であった O すなわち戦前日本資本主義が，その軍事的半農奴制

的性格を次第にあらわにしつつあった時代であった。いわば形成期日本資本主

義として。それの社会・経済条件の裡には，疾風怒詩ともいうべき力をともな

っての諸階級・諸階層の対抗がみられよう O

したがって I中産以下の人民」といっても，産業組合法制定後のそれと

は，かならずしも同ーの階層で律しえないのではあるまいか。そこで明治20年

代前半の社会・経済条件，とりわけその農民状態をあとずけることによって，

「中産以下の人民」を構成する階層を析出できょう。あわせて，帝国議会の論

争場裡での品川や平田の信用組合。法案にこめている政治理念をとりあげること

にする。これらの考察をとおして，信用組合・法案の有する社会的性格は明らか

となろう。いず、れにしても，たんなる経済団体法としてはとどまりえぬ性格

を，信用組合法案のなかにわれわれはみいだすことになろう O

E 信用組合法案の概要

信用組合-法案は，全文80条から成っていた。以下，逐条的に信用組合・法案の

概要をみてL、く ο 第1条は，組合・の目的，事業内容にかんしての規定であるO

すなわち， I信用組合は，組合員に営業の資金を貸付し，及勤倹貯金の使宜を

得せしむるを以て円的と為す。信用組合・は，組合員に非ざる者より預り金を為

すことを得(傍点一引用者)Jと。非組合員からの預金が認められていたてん

は，後?の産業組合法案と異なっているc このことは，後述するように横井時

敬の批判をまねくところでもあった。

組合員の(出資)責任制度は，定款の規定に委ねられた(第2条〉。もっと

も，非組合員の預金を扱うばあいは，無限責任制をとった。組合の区域(組織

範囲)は，原則として 1市町村内と限定されていた(第5条〕。組合の結成基

準は，組合員10名以上となっていた(第6条〉。

とくに，法案第15条， 16条， 17条にかけては，組合の営業資本にかんしての

3)東畑精一他監修『協同組合の名著』第 1巻 p.1300 
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規定である。それにかかわって，第22条は利益配当方式の採用とおもわれるも

のであった。これらの諸条項は，信用組合法案のもつ性格をもっとも雄弁に示

すものであった。それだけに，横井の批判の集中したところでもあった。組合

の営業資本は，加入金(組合加入時に支払うもの〉と持分(出資金に相当。平

!封はいちおう10円以上50円以内を 1口の金額として考えていた)とで構成され

ていた(第四条〕。これらは，ともに定款に金額が定められることになってお

り，各組合員の納入が義務ずけられていた。持分の所有限度は 1組合員1口

を原則としていた〈第四条〉。ただし，有限責任制をとっているばあいは， 3 

口まで所有が認められた。また，組合は準備金を積立てることを義務ず.けられ

ていた(第17条)。これは，組合・の信用力をつける意味をもっていたとおもわ

れる。各組合合.員が納入した加入金.と組合

でで、，準備金は充当されるしくみであった。その積立限度は，少なくとも全組合

員の持分合計額の10分の1に達するまでとされていた。組合の計算期は6ヶ月

とされ(第四条)，産業組合法案で事業年度を 1ヶ年としていたのとは異なっ

ている。さらに，持分満額化を督励するためとおもわれるが，組合結成当初の

各計算期において，持分満額に達していない組合・員に対して，その払込額に比

例して利益配当にあたる部分をかれの持分に繰り込む方式をとった(第22条)。

そして別途で，持分の半額まで払込みが達した組合員に対しては，利益配当を

実施する方法をとっていた。このことにかんして，平田は杉山孝平との共著;

『信用組合論JJ (明治24:年11月刊)で， 1小民の営手IJ心を挑発するの法を立つ

るも一策なり」〕との立場を明からさまにしていた。こういった見地は，後年の

産業組合法案では後退しており，いきおい信用組合法案のもつ営利主義的性格

を際立たせている。この法案の営利主義的性格の拠って立ってんにかんして

は，後述するシュノレツェ方式の信用組合・運動との関連でとりあげることにす

る。

なお，新規に組合・に加入を希望する者に対しては，組合長の認許を必要とし

4)平旧東助・杉山考平共著『信用組合論JU協同組合の名著』第1巻所収)
p. 56. 

5)シュ/レツェ方式とは， ドイアで Schulze-Delitzsh (1808年~1883年〕を"1-'

心とする協同組合運動をさすの一般に，者IliHの'1'小の商工業者の信用組令の
典型として，同時代の農村て、持及をみたライフアイゼン}j式の伝fJfl組イ?との
対比でとりあげられている門
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{;l用組合法案の社会 IrJ性格

た(第21条〉。総会にかんしては，通例組合長に招集権が与えられていた(第

41条)。組合の監督については，郡長・市長から府県知事へ，最終的には内務

大臣があたることになっていた(第54条)。以上が，信用組合法案の骨子をな

すものであった。法案は，平田のいうところの「小民の営利心を挑発」すべく

資本主義社会の経済合理性で貫ぬかれていた。すなわち，信用組合・法案が持分

とレう出資制度と利益配当方式とをとっていることが，それに相当しよう。か

かる性格をもっ信用組合法案は，帝国議会の論争場裡(政治局面)でいかなる

役割が与えられたかを次に考察しよう。

E 貴族院の信用組合法案審議経過とその特徴

第2帝国議会で，信用組合-法案審議は貴族院の第 1読会と 2回の特別委員会

とに止どまっていた。これは，翌25年 0892年)2月の総選挙によって，審議

が中途で終っていることを示している。第2帝国議会の信用組合法案審議を包

む空気は，品川ら政府当局者の立法化への熱意とは表はらに，貴族院の大勢は

冷ややかなものであった。

第 1読会の冒頭，品川内務大臣は信用組合ー法案の趣旨説明でこうのベた。

「……今日立法上又は行政上に於きまして自由交通の新経済社会に適当すべき

組織を起しまして実体ヒの進歩と法律制度の進歩と並進む様にすることが誠に

必要………地方経済を維持LX其改良進歩を計ることが妓も今日の急務であろ

うと存じまする，……全国の国民中十中の七八は小地主即ち小農又小商人又小

さい職工……国家の土台と為って居りまするものと考えます，然るに皆様御承

匁lの通此要部なる中産以下の人民は次第に其生産力の衰えます傾がございまし

て甚だ歎はしい事実でござります，……中産以下の人民のために其産業を維持

するの方法を:ti.てませんければ自治制度を設けたる趣旨も廃れ国権の伸張も同

))の発達も如何であろうかと存じます，……信用組合法案…ーは即ち此中産以

下の人民のために金融の{更を聞いて低利に資本を使月lすることを得せしめ兼て

勤倹自助の精均を輿し以て地方の実力を養或せんとするの目的で、ござりまJ
(傍点一引用者)J。上述の品川の冒頭演説は，イ言崩組合法案上程の目的を余す

6)特別委員会は谷千城を委員長として15名て構成されていた。他稿「産業組合
;1;の制定経過について〔序)..; (j食経論叢』第28集所収)p. 98~99. 
7)大日本帝国議会誌刊行会編『大1'1本帝H議会誌』第 i巻 p. ]， 160. 
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ところなく表明していよう O 信用組合・法案上程の目的は1"国家の土台」とし

ての「中産以下の人民」の営業の維持(かれらの生産力表退に対する〉にあっ

た。しかも，信用組合・を設置することによって1"実体上の進歩(資本主義経

済の発達〉と法律制度の進歩(行政上の諸制度か )Jとを併進させることが，

合意されていた。そのてんで，品川ら政府官僚は「勤倹自助」精神を起動力と

する信用組合設立が，地方経済の充実をはかるうえで，焦眉の急であるとの:Ii.

場をとっていたのて、ある。

そこで，貴族院の特別委員会の審議は，地方経済の充実に信用組合がふさわ

しいものかどうかをめぐってなされた。先述したように院の大勢は，信用組合・'

法案の立法化に消極的ないしは否定的なものであった。それは，箕作麟祥の発

言に代表されよう。箕作は，次のようにいう。「信用組合なるものは素より相

互の信用上より成立つものなり然るに之か法律規定を設けて之か制裁を為さん

とするに至ては人民相互の道徳上より自然の結果に由て相結合・組成せる組合会

をして遂に徳義上の念を脱して法律制裁の威力にのみ依頼するの弊を生し又或

は其の市町村に於て党派心の為めに相損斥抑制する等の弊害もあることならん

故に純粋の信用組合・に任し相互の徳義に放任」すべきであると。貴族院の否定

的な見解は，立法化による強制措置は弊害をもたらすとの立場からであった。

さらに，これと軌をーにする見解が一方にあった。すなわち，この法案は「独

逸の法」の直輸入であって1"日本の人気風俗習慣」からみて疑問だ，とする

ものであった。いず、れにしても，貴族院は立法化に時期尚早との立場にかわり

はなく，それに肯定的な発言はみいだせないのである。

こういった貴族院の見解にたL、して，JJ.法化を急ぐあまりとおもわれるが，

品川や平田は信用組合・に対して報徳社などとかわらぬ評価を与えているのであ

る。品川はヒ述の冒頭演説で r…・・頼母子講の如きも是も信別組合の一方法
でござります，………就中…報徳社の如きは……殆ど之を信用組合の制度に異

ならぬもの」といって，地方経済の強化策にかかわらせて立法化を要請したの

であった。一寸f，平田は特別委員会のなかで，この法案が「独逸法の翻訳」で

8) W信用組合法案特別委員会々議録JIp. 1， 160. 
ヲ)， 10)資族院特別委員会での三三浦安議員の発言(前編・特別委員会々議録
p. 132) 

11)前借・議会誌 p.160. 
12)前倒・持別委員会々議録 p.132. 
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あることを認めつつも，次のようにウム法化を要請して止まなかった。 I素より

在来現存のものに拠り之を参酌して~'r案せり又地方には内務省より夫れ々々諮

問を為せり報徳社の如きは直ちに信m組合の制度と異なるなし……」。
平田の言をかりるまでもなく I小民の営利心j誘絞を目的とする信用組合

制度に，多分に封建的性格をもっ報徳社などを含めているてんで，われわれは

奇異な感を免かれないのである。つまり，信別組合法案じしんの性格(営利主

義とも呼ぶべき)と帝国議会での品川一平田ら政府官僚のいう立法目的(地方

経済と地方行政制度の強化・充実のための〕との間に講離はみられないかとい

うことである。そのこと(法案じしんの性格と立法目的との問の希離)をみる

うえで，横井時敬の信則組合法案に対する批判をとり上げることにする。次い

で，品川一平田らをして，信用組合法案の立法化を急がせた明治20年代の社会

.経済条件の態様についてふれることになろう。

百横井時敬の信用組合法案に対する批判

信)十l組合法案が貴族院審議の~n上にあるとき，横井は高橋昌との共著『信)IJ

組合論 付生産及経済組合に関する意見J(明治24年12月刊〉を世に問うた。

同著で横井は，品川一平l司の信州組合構想、に対して，批判を加えた。横井の批

判の基調はこうである。 I中産以下の人民」の経済維持を目的とする信用組合ー

法案が，シュルツェ方式をとっていることが妥当であろうかと。品川や平田

は，法案の対象に小商工業者をも含めているとおもわれるが I国家の土台」

はむしろ圧倒的部分を占める小農業者であろうと。したがって，小農業者に適

合する信用組合唱としては，ライフアイゼン方式の方をとるべきだ，との立場か

ら横井は批判したので、ある。

13)前掲・特別委員会4議録 p.133. 

14 )報徳社は，報徳仕方の阿大綱円である「至誠・勤労・分度(歳入によって歳
出をはかること) ・推譲(貯蓄の励行)Jを基本とした相互扶助組織。とく
に，遠州地方に免達が著しかった。地主層を指導者として，勧業事業(幕末

期の農業生産力低下の克服策)と資金貸付業務を主たる内容として明治期に
うけつがれていた。伝田功『近代日本農政思想、の研究11p. 36. 

15) ライフアイゼン方式とは，ライフアイゼン(1818年~1888年〉がドイツ・ラ

イン州を中心にすすめた協同組合運動。その特徴は持分ilifJを排して利益配内
をしなかったてんで、ンュノレツェ方式と対照をなすc 長期貸付で対入信用を旨
としfこ。
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すなわち，横井らは信則組令法案がシュルツェ方式の「主限たる持分制及び

利益配当法1を採用して，それの「骨随?としているてんが，おくれた生産段
階に坤吟する小農業者の救済にはつながらない，としたのである。平田のいう

「小民の常利心」誘被の信Jjl組令構想、は，横井によって厳として斥けられたの

である。つまり，シュルツェ方式の信川組合は， iC零細農の必要度をこえて組

合ゐ)利を資本の利殖法に求1傍点一引m者)Jめるものにほかならないとし
てである。このてんで，法案第 1条の非組合員の預金もとり扱う規定や，持分

制や利益配当制といった諸条項に横井の批判は集中したので、ある。

いうまでもなく横井は， rc零細農で占められている日本のばあl，)農聞に
行うべき信別組合の当に期すべき」は r持分を置かず組合町員連帯無限責任を
以て専ら徳義を基礎としてJ~ 、るライフアイゼン方式iこ近L、ものが妥当との主

張であった。したがって，信m組合のとる機能についても，組合員に低利の資
金を貸付けてその零細農の「肥料，種市，家畜，農具等，産業上の必要品を購

買」するのに資するものと具体的にふれられていた。

横井らの半年7qで紹介されたライフ 7イゼン方式の信f{l組合構想、は，当時の農

商務省、の若手官僚(酒ムJ7言明ら)の見解を代表ーしたものであっk.oわれわれ

は，廃業組令法制定経過の全般に眼をうつしたとき，その条文構成ではライフ

アイゼン方式に拠っているのを知ってL、る。これまでみてきたように，品)11-

平田の信川組令構想(シュルツェ方式がとる尚利主義的性格〉は，歴史の舞台

からの後退を余儀なくされたのて、ある。その;官、味で，横井らの放った批判の矢

は，後年，農商務省で起草される産業組合法案を方向ずけるものであった。そ

こで，与件的にL、うと，法案体係としては品川一平田のシュルツェ方式は否定

されたが，立法理念(既述の信別組合法案の立法目的としてみたもの〉では産

業組合法案に縦承されていくものがあるのではないか，とおもわれるのであ

る。つまり r中産以下の人民」の営業の維持とL、う為政者の課題が，産業組

16)， 17)横井n寺敬・高橋昌共著『信用組合論付生産:及経済組合に関する意見』
cr協同組合の名著』第l巻所収)p. 165. 

18)横井・高橋・lIIi掲害 p.167. 

19)， 20)績井・高橋・前掲密 p.166. 

21)横井・高橋・前掲科 p.167 

22)伊東勇夫稿「空襲明j切の道燃J CiIIj焔『協川組合の名著』第 l巻所収「解題J)
p. 417. 
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合法案の審議経過においても大きな位置を占めているからである。われわれ

は，明治20年代前半の社会・経済条件，とりわけ農民状態をみることによっ

て信用組合・法案の上程にふみきった明治政府の意思〔立法化の動機)を確認で

きょう。そこで，あらためて品川一平田のラインで，シュルツェ方式を採用し

た意義が問われることとなろう。これらの考察の裡に，われわれのいう「平田

型」産業組合にかんする性格を，大づかみながらみいだすこととなろう。

V 明治20年代前半の社会・経清条件
とりわけその農民状態ー

信用組合法案が帝国議会の論争場裡にあった明治20年代前半は，農業部門に

おし、ても深刻な、体制的沈静期(明治14年'"18年λ を経過した時点であったO

明治10年 0877年〉の西南戦争での明治政府の不換紙幣乱発のため，農村にも

止めどなきインフレの波がおしょせ， r当作差是の小作農への転落・没落を余儀な

くさせた。地租改正(明治 6年・ 1873年)等による資本の本源的蓄積は，明治

141ド0881年〉の松方デフレ財政の予場でもってそのピークに達した。明治10

年代後半の破局的農村恐慌のなかで，土地担保の負債累増，土地の担保流れ，

租税滞納による強制処分等をとおして，自作農の分化・分解がすすんで、いった。

また，当時，日本に在留していて以後の農学発展に多大の寄与をしたぺ・マ

イエツトみ，その著『日本農民の疲弊及其救治策J(明治26年・ 1893年刊〕で，

23)拙稿・前掲論文 p.103， p. 106参照。

24) 1"平田型」産業組合とは，産業組合法制定時から大正中期ころまで‘のわが凶
産業組合発達の性格を規定するものであるのこのてん，われわれは栗原百寿
の指摘に拠るところが大である O かれは，産業組合が地主層の末IJJi主擁護に奉
仕しており I平田の厳重な指導監督のもとに，官僚体制lをデモクラシーの
波設から護る防波堤の役割を与えられてきた」と，その著『人物農業ー団体史』
Cp. 136)でのべているの詳しくは，本論叢太田原高昭稿 Ir平田型』産業組
合の史自句構造」参照。

25)山田盛太郎『円本資本主義分析.Jlp. 222. 
26) 山田・前掲警では，明治元年~23年をその劃期としている (p. 222)0 

27)品川弥三郎は，既述の冒頭演説のなかで I…明治17年及明治18年の調奈に
拠(ると) …・・全悶(の)地所を抵当として負債の…各府県の負債の金額と
$しまするものは2億3千余分万円に達して居りますJ (前掲・議会誌
p. 1，160) とのべるほとoで、あったわ
28) Paul Mayet C1875年~1893年日本在留〉フェスカ，エッゲノレトなどととも
にわが国農業，農学の発展に貢献したn とりわけその実証主義的な研究は，
東畑精ーによってたかく評価されている(東畑精一『農雪に歴史あり』
p. 126)η 
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農民状態を詳細に記録した。そして，かれは!当作農の没落的分解の激しさにつ

いてこうのべている。「…… ~l'. 々の平均小作地増加反別を僅かに耕地総反別の

2分5庫とするも自作農民は明治20年より起算すれは24箇年の後又明治24年の

今日より起算すれは20箇年の後今:く消滅する割合なりとす」。いちおう，平111

・杉山の共著「信則組合論』の資料にもとづいて，負債の規模や!と!作・小作別

の戸数割合を知ることができる O 表 1-げ)によると， 25円未満までの地所の売

買登記件数が，全体の60%を占めている。これは，登記額の規模からみて，そ

表 1ー(イ〕 明治20年代初頭における地所・建物・船舶売買登記件数

i種 類 (円)I地 所(件数)1 述物(件数船舶竺竺i
日円未満 I 144，714、 6，066 I 4，984 i 

5 円以上10円未満1104 ， 898~(60.0.00)1 10，169 i 3，127 

lo25ク I158，524 J 16，595 I 2，613 

25~lfJ一同五 ! 一戸，562-1- つ瓦
5日 100// I 82，573 8，200 I 713 

1OO~ 200 ク I35，017 4，382 I 293 

200~ 30C ク I10，559 1，686 I 78 

T 竺 i4
957

1. 
891 
I 

64 

400~ 500 // ¥ 2，755 500 i 29 

500~ 750ク 3，299 637 I 34 

750~ 1，000タ 1，561 264 33 

29)マイエット『日本農民の疫弊及其救治策j] (服部之総・小間四郎除修『明治

農業一論集マイエット・エツゲノレト・フェスカ』所収)p. 206. 
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1i1用組合法案の社会的性格

のほとんどが農民の土地の抵当流れ等にもとづく移動であろう。表 1-(ロ)で，

所有耕地規模別農家割合が示されているが， 8反以下層が全体の5割強を占め

ていることに注目したい。マイエットは前掲書で，明治19年(1886年)の自作

および小作の総戸数で明治20年 (1887年)の自作地，小作地のそれぞれの総而

積を割ることによって 1戸平均の耕地面積を算定している。それによると，

向作が0.896町歩，小作が0.758町歩となっている。してみると，耕地面積8反

階層が自作農の下限を示すものとみなしてよかろう。

なお，明治20年代を中心にしての農民層の分化・分解の傾向をみるうえで，

表 1一(ニ)では不十分なので，栗原百寿著『現代日本農業論』の指標を援用する

表1-(ロ〕 向上年代における所有耕地規模別農家割合

?JT有耕地規模別 I8反示ー示一一雨t.)，J斗玩子江ECJJ7!?|
割合(鈎 55. 9 29.4 14 . 7 

表 1-(ハ〉 同上年代における所有国畑規模別農家戸数および割合

2 由O~ßてほ i:--
所手有干田畑規僕 2 B田町H町J歩以下 1ωO町歩以下 ! 町歩以 上

戸数(戸) 川 9叩，

割合仰 87，6 11.5 0.9 

表1-(ニ〉 同上年代における自作・自小作・小作戸数および割合

i種類
l戸数

備考〕

(戸)I 

(糾l
1，023，523 39，2921l 自作農 自作兼小作農

32.1 

(1) 平田東助・杉 JlJ孝平共著『信用組合論~ cr協同組合の名著第一巻』所収〕
p 15~16より作成。
(2) rrート掲書』では，この調査年次が不詳である。なお，明治29年刊の品JII弥
:郎・平田東助共著『信用組合援要Jのなかで，表 1の各表をさして，
「本統計はい・既に六，七年を経過しJU上掲誉Jlp. 194)とのべてい
る。このてんから，いちおう明治20年代初頭とし、う範囲にした。平野義太
郎著『日本資本主義社会の機構』では，明治24年としているが，栗原百寿
著『現代日本農業論』では，明治21年と推定している。
(3) 表lの各数値は 3府24県の統計であり，北海道や沖縄県は除外されてい
る。

30)マイエツト・前掲需 p.206~207. 
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ことにする。いちおう表2， 3によって，明治10年代後半から20年代前半にか

けての自作農の激減，自小作農，小作農の増加傾向を確認できるのである O

年

表2 明治時代の自作自小作・小作農家の割合

次 | 向作農家|自小作農家i小作農家 1総農家
38.4%1 42.4%， 19.296'1 100% 

町時〉 |-j551ωi206I ∞1 
16， 17年 37.4 42.9 I 19.7 I 100 

32.1 45.2 I 22.7 I 100 
21年 (1888年〕 }h133.3J45112161 1∞ 

明治16年 (1883年)

25年Cl89ヨ年)

32年 (1899年)

35年 09ω年〉

40年Cl907if-)

33.34 I 
35.4 

33.9 

33.7 

41年(1908年〕 33_3 ， 

46.03 20.63 100 

4
一

o

o
o
n
D
 

q
J
-
q
J
 

26.2 1 100 

~I 100 I 

37.7 

イiJ=Zl39.1 

備考)

(1) 栗原百寿者二『現代日本農業論(上)~ p. 40より作成。
(2) 各年次とも，全道府県を網緩しておらず，北海道は含まれていないばあレ
が多く，沖縄県は除外されている。

表3 明治時代の総耕地面積に占める
小作地面積の割合

備考〉

栗原『前提J書~ p38より作成。

年 次

明治16年Cl883年〕

17年 (1884年〕

%一

2

一
β

一
β

(
一
%
一
汐
一
%

ム

口

一

一

割

一

一

16， 17年

20年 (1887年) 39.3 

25年(1892年〕

36年 (1902年〉

40.0 

44.5 

41年 cl卯8年〉 _1---=-1 
31)綿谷松夫は，明治期の農民層の分化・分解について Iこのように明治時代
は，その前期と後期とに二つの山をしめしながら，結局のところ自作農減・
小作農増の傾向がつらぬいたのである」と総括している(東畑精「・宇野弘
蔵編『日木資本主義と農業』所収稿 p.191~192) 。
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(付表) 明治20年の自・小作別耕地荷積およびその割合

¥¥¥¥-e!， . 'HF71iJ I 白作地 l小作地!合計
区別 、¥ i面積(町歩)割合(.96)1面積(町歩)割合 (%)1 c町歩)I 、、、、
一一一一→一一~一一万l 町 )?.6'!一一一一一一面7

本 i中区

(北区

州{西区

計

四国区

九州区

北海道区

総 計一

備考〕

1，069，780.9 (60.37Y 702，277.6 (39.63)1 1，772，058.5 • 

ω，265.6 (ω9問 3仏 342.0(35叫兇6，607.6i 
443，799..3 (55.36); .357，812.7 (39.50): 801，612.0 

2，153，845.8 (55.36)1 1，406，432.3 (39.50)1 3，560，278.1 I 

144，074.1 (55.90)1 113，659.9 (44.10)1 257，734.0 

472，012.7 (62.07)1 287，860.9 (37.93)1 758，873.6 

26，774.7 (82.93)1 5，512.3 (17.07)1 32，287.0 

2，795，707.3 (60.66)1 1， 813，465.4 (39.34)1 4，609，172.7 

『日本帝国統計摘要~ (内閣統計局，日月治25年刊)p. 22~23. 参照れ

但し，沖縄県は含まれていない。

次に，以上みてきたような 8反階層を分解基軸としての自作農の自小作，小

作への落層傾向がもっ政治的意味を問うことが必要になってきた。いうまでも

なく，明治20年代前半の日本の社会・経済条件は， 、二条の軌道もに支配され

ていた。一つは，資本の本源的蓄積の一定の収束(第一次資本主義恐慌)，そ

の強力的表現たる殖産興業政策の新たな展開期であったことである。もう一つ

は，絶対主義的天皇制権力の中央・地方にわたっての，いちおうの体系化がな

された時期てあった。すなわち，明治22年 (1889年)の帝国憲法公布，翌23年

(1890年)の帝国議会開設を頂点として， 21年(1888年)の市町村制公布， 23 

32)明治23年，繊維産業を中心に発生したわが国初の経済恐慌をさす。
33)後進資本主義国として出発した日本は，政府じしんが直接・院接に産業革命

の課題にとりくまねばならなかったわ井上晴丸によると，殖産興業は「重要

産業の官営」・「産業貸付金の交付」・「民間産業の保護」の三種の方法をとっ

て実施されたとする〈井一1'.rr 日本資本主義の発展と農業及び農政~ p. 77)。
34)帝同議会は長族|広・衆議院の二院制をとった。明治23年の貴族院は，皇族10
人，公爵10人，候爵21人，伯爵15人，子爵70人，男爵20人，勅任61人，多額
納税議員45人の合計252人で構成されていた。一方，衆議院はよりあらわに
その地主的性格を示していた。明治23年の第1回総選挙で300名の議員が誕
生した。かれらの納税総額は37，698円で，そのうちの91.5%にあたる34，492
円が地租で占められていた(鈴木安蔵・吉場強『近代日本の政党と議会』
p. 55~p. 59)。まさに，田口卯吉をして["地方議会は地主議会，帝同議
会も地主議会」といわしめたほどであった。
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年の府県制・郡制の公布等々が該当しよう。

周知のように殖産興業政策は，資本主義経済の育成・発展を目的としてとら

れたものであった。それは，初期の重要産業の官営方式を中心とするものか

ら，明治13作 0880千刊の工場払下の実施を契機に，明治20年代前半では，そ

の重点が政商・財閥資本の形成の日甫育・奨励にうつっていた。もちろん，この

殖産興業を財源的に裏ずけるものは，地租にほかならなかった(表4参照〉。

日本における資本主義経済育成にとって，財源の担当者たる農業部門は，決定

表4 明治時代の租税総額に占める地租と所得税の比重

A B 

次 年 (千問問捨〉削炉11B I A i所詩税 IC/A
1873 (明治6)年 5'6'1 タ
(地組改正直前 65，014 1 60，604 I 91.7 1 - I 

1876 (明治9)年 51，730 I 42，944 I 83.2 I -I (同改正直後 ./l，I..JU -r"，7"%'f -1 

l務主管必ず 52，581 ' 42，452 I 81.8 I - I 
1891(R3924〕年 64，506I 37，457 I 58.2 I 1， 110 I 1.7 〔最初の議会予算 U-r，...JVV ..-11 ，"'1:.-/1 11'11V 

1897C萌選30:戸f. 94，ム 37，'ぉ4 i 4王子弓示5I 2三〔金本位制佐立 /-r，/l"'- (L'V/../ 

1907 (明治40)年 I 315，983 84，913 26.9 [27，291 I 8.6 

備考〉井上晴丸著『日本資本主義の発展と農業及び農政JIp. 62引用。

的な意味をもっていた。既述した明治10年代後半からの農民層の窮乏化は，明

治政府の存立基盤を危殆にさらすものであった。それは，先にみた品川の冒頭

演説に明瞭である。すなわち，あらためて品川のいう「国家の土台」視点に連

繋されるところの「ヰ:産以下の人民」の実態が問われてくることとなった。

本稿では I中産以下の人民」の実態を，既述の 4二条の軌道もと関連させ

てみることにする O 、二条の軌道もとは，品川のいう「実体上の進歩と法律制

度の進歩と並進」させること(すぐれて地方重視の)ともし、し、かえてよかろ

う。与件的にし、うなら I中産以下の人民」に相当する部分は，国家財政の実

質的負担者ー(地租の〕で府県議会の選挙権者でもある土地所有者(圧倒的に農

業者〉を中核にして，その周辺を園む尾大な 8反以下の零細農(全体の 5割強

をも占め，前期的資本等による苛数訴求に苦吟するところの〕であったろう。

まず表5によると，府県議会の有権者の激減というにふさわしい傾向が，認め

られるのである。地租5円以上納入の府県議会の選挙人数は，明治14年で約

-24 -



由
連
首
ゆ
持
制
前
向
〉
伴
仇
W
E
d
-
R一

議

表5 明治14年以後10ヶ年聞における府県議会の選挙人，被選挙人数の増減

~一一一一¥~ 三次 (明治14年115年 I16年 I17年 I18年: 19年 却年 21年 22年 i 23年
l 選挙人・被選挙支~一一一一i(1881) 1 (1882) 1 (1883) I (1884) 1 (1885) I (1886) ， (1887) I (1邸8)I (1889) I (1890) 

|「心地組5円以上納入の選挙人 l 人11.7il4.04111.71il.O?oll.hRlA 1911.h"7.1dl '5" 1.95?ll ARil.I0711.505.10'311.411??R31 
|川① (叩2勾O満歳以上SVJ!o'FF/' 11ω，釦9，61叶ol

② j地也組iωO円以上納入の被選挙人 ! 人10700A，，1 0717L0¥ 0.400.4.4¥ OJ¥l"" OLt:l O(，¥OOOf¥1 orv") C7t:J Q('¥-:t 7C~\ Q1A ('¥").，1 (満25歳以卜)v~"x.=T'/' 1 879，3吋例制1871，7621腕判制0，9651809，8801 802，975i 803，向山辺I755，412 
1師!l.5同以下10同以下む編入者証ifl---，I一一一一|一一一寸 寸一一一寸一一一←|一一一一|一一一一|一一一「一一

{③ j也租10円以上納入するも満25歳以下I930，263! 905，2011 846，2兇I832，17司796，1721722ρ叫 685，1321701，308; 648，1611臼4，例|
の選挙人 1 7...JV，L.U..J

1 

1 1 1:制にカ んして ! 一 1.レμμ畠μρ山25勾5，点 6“ω6ωω凶判l1!A3%矧刷問ι“ω釧6ω仰0ω1いm判吟!H企1ω印削0白肌5引1防釘斗|トい.4り仏仰3丸加叫P刻但に 一一一一一←一1ト一一一一一←一卜一一一一一i一一一一一一|一一一一一一! 一|卜一一一一一|一←一一一一|卜一一一一一一一一一lト一一一一一一1

;iベ
夕 !ぺ一ぺl畠 5訓ド←6i1れ1.7，山7乙叩，ρ0ω仰叫~7汚型?8iヤド!ト川千.2川 &ω仰279…乃

詰ク@ ク -
1.必ト 58.9午1州A36pO031企叫a36，94416，176片山71 5，9371 
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uiH考〉
(1) "'7イエヅト著『日本農民の疲弊及其救治策JI (u"明治農業論集』所収)p. 212より作成。
(2) ...印は減少を示す。If'自Ij局書J]p. 212の表には，単純ミスとおもわれる数値があるので『日本帝肉統計摘要』第6巻で訂
正した。
①の百分比にかんして，平野氏の『機構J]p. 62で明治15年を94とされているが， 98.6が正確である。

③ 

(3) 
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181万人いたものが， 9年後の23年では約40万人減らして 141万人となってお

り， 14年を 100とするとじつに23年で、は77.9を示すにまでいたっていた。同じ

く表5でみると，地組5円以上10円以下車内入の選挙権のみを有する人数の激減

ぶりが，当該期の農民の経済的破綻の深刻さを浮きぼりにしていよう。つま

り，この選挙人数と地租10円以上納入の被選挙人数との比較では，明治15年ま

では選挙人が優位に立つものの，翌16年以降は被選挙人の方が逆転して優位に

立っていて，年を経るごとにその差を拡大していっていることからも明示され

よう。 したがって， この府県議会の選挙権のみを有する人員の明治14年を100

とすると， 23年では70.3となっていて，その激減ぶりがみてとれよう O さら

に，表5の②，@で示されている被選挙人，選挙人の減少傾向には二つの山が

あるのがわかる O 一つの山は，③の選挙人数に明示されている。すなわち，体

制的沈静期を終了した直後の明治19年に，選挙人数は激減しているのである

(指数で， 18年85.6から19年にはし、っきょに77.6に〉。もう一つの山は，@の被

選挙人数に明示されている。すなわち，明治23年の恐慌の過中で被選挙人は激

減しているのである(指数で， 22年92.6から23年にはいっきょに85.9に〉。い

ずれにしても，形成期日本資本主義の疾風怒 i~~ ともいえる商品経済の大波は，

二つの山をなしておくれた生産段階にある農業部門におしょせたのである。

これまでの確認によれば 5円以上10円以下の地租を納入する選挙人は，

「平均約8反弱ないし 1町6反弱の土地を所有する小地主」とされている。さ

らに， 10円以上納入する同じく府県議会の被選挙人は， I約 1町6反以上の耕

地を所有する中地主または亜大地主」とされてL、る。表6によると，府県議会

ほどではないが，衆議院議員選挙人の減少傾向も認められよう O この地租15円

以上納入する衆議院の選挙人は，凶・畑 1町8反，山林・)京野・宅地等約 3町

の合計 4町8反の地主に相当するもの，とされている。

われわれは， I中産以下の人民」について I経営よりいえば中農の中・ド

層に麗し，地租5円以上10円以下を納める府県会議員選挙資格を構成した中堅

層(傍点一引用者 )Jたる 8反以上 1町6反以下の小地主との共通の理解をも

っている。しかも，かかる中堅層が明治政府の社会自湛礎をなし，この部分の

35)， 36)， 37) 平野義太郎『日本資ホー主義社会の機構~ p. 61~62. 
38)鈴木・古場・前掲誤 p.57 

39)平野・前掲計 p.77.
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表6 衆議院選挙人数の変化

選挙人

年次

明治23年
(4月1日〉

明治24年
(6月15日)

国会議員
選挙人数

人
453，895 

明治23年に 明治23年に|人口千人中に
対する増減 |対する百分比!占める選挙人数

ダ 人
100 12 

人人 %1 人
企1，739 I 99.6 I 11 452，156 且 i

明治25年 ! 人! 人 %1 人
(2月15日) 435，200 I .. 18，695 95.6 I 11 

備考)(1) Ii'日本帝国統計摘要』第6巻 p.157，第7巻 p.148より作成。
(2) ....印は減少を示す。

急減にたいして産業組合等が設けられた，というてんでも。井上晴丸はし、う，

「この臼本協同組合構築の社会的要因……日本協同組合のそもそものレーゼン

.デートルが与えられている(のは〕自作農中堅・中農上層の崩壊危機の発生」

によると。本稿においても，これまでの共通の理解に従うが，既述の与件でふ

れたところの8反以下の躍大な(全体の55.9%)零細農の存在をも無視しえな

l' ，との見地に立っている。

そのてん，井上晴丸は信用組合・法案上程を I自作農中堅・中農上層崩壊の

脅威に対する補強支柱の有力なる一つ」として把握している。いわゆる 8反以

上1町6反以下の所有規模の視点で一貫させているのである。自作農中堅・中

農上層といった社会的基礎としての中堅層が，その固有の歴史的性格を発現す

るのは，かれらが寄生地主命11支配の藩併として登場する明治末期からではない

だろうか。そこで，寄生地主制支配の完了を起点にして，それの藩昇たる既述

の中堅層の存在，さらに中堅層掌握のための(井上のいう崩壊防止としての)

産業組合の役割というシェーマが描けよう。さればこそ，寄生地主制支配が完

了していないとおもわれる明治20年代前半をも，既述の中堅層視点で一貫させ

40) 井上情丸『日本協同組合論~ (r井上晴丸著作集第6巻 協同組合論』所収。
p. 119) 

41)井上・前掲書 p.123. 
42)本稿は，寄生地主制jの確立にかんして，栗原百寿の二段階規定によってい
る。すなわち rわが国の地主制はともかく明治二十年代初頭において成立
するにL、たったが，それは未だ本格的に確立するまでにはいたらなかった。
わが国の地主制が終局的に半封建的な寄生地主制として確立するにL、たるの
は，日本資本主義の確立過程に対応して明治デ宇十年代においてであった」と
(架原『現代円本農業論ト~ p. 39)。
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ていくのは，やや難点をもつことになろう。

いわゆる社会的基礎としての中堅層の固有の歴史的性格とは，藤田省三の次

の指摘に明示されていよう。 1明治末期(日露戦争前後)からは，本来日本資

本主義の媒体としてその矛盾を内攻的に向己の一身に集中していた寄生地主制

は制度として完成すると同時に，当然に早くも分解を顕在化し，大寄生地主は

農村との人格的結合を失ってゆき，政治的には国家権力との直接的結合を遂げ

る(系統農会の成立と役割)。ここにおいて，媒介者たる寄生地主制はそれ1'1

身が，いまや自らの矛盾の媒介者を要求する。自作農上層=中農範障の維持が

経済策上の中核におかれ，これに見合って，政治的国家と村落共同体の非政治

的支配との媒介を新に担当すべき在地の体制的中間層(篤農〉が育成される所

以がここにあったので、ある(傍点一藤田)J。ここで，藤田は農村中堅層の歴史

への登場の劃期を規定している。寄生地主制支配の完了時にそれの藩併として

あらわれる中堅層を把握できょう O さらに，藤田は体制的中間層としてたちあ

らわれる中堅層の政治的機能については 1地方問題」との関連で位置ずけて

いる。 1天皇制において体制の危機したがってその再編成の時期がおとずれる

と例外なく『地方問題』が最大の政治問題となり，同時に『地方問題』は地方

の制度の問題としてのみでなく，より以上にそれを担う「人』の問題とされ

て， u名望アル者jJ u篤農jJ u農村中堅分子jJ u各界中核精鋭分子』の養成の
名のもとに麿史的経過と共に，社会層としても下降し且つ多元的な社会領域に

及びながら，体制的中間層の育成が他国にまして重大な意味をもってくる所以

はここにあった(傍点一藤田)J。上述の藤田の指摘は，われわれが産業組合の

発達をあとずける際，重要とおもわれる。すなわち 1地方問題」に連繋する

かたちで中堅層は「歴史的経過と共に，社会層としても下降」するものであっ

て，その対極に産業組合問題として為政者の施策に登場するのを知ろう。さす

れば，井上のいう 11'1作農中堅・中農上層崩壊の脅威に対する補強支柱」とし

ての農村協同組合は，寄生地主命1]支配の完了した明治30年代に産業組合として

登場の機会を与えられ，昭和恐慌以後に，その社会的基礎の全域にわたる危機

のなかで産業組合組織がフル動員されるもの，と概括できょう。

既述したような明治20年代前半の自作農の自小作・小作農への転落を含む農

43)藤田省三『天皇制匡!家の支配原現JIp. 32. 
44)藤間・前掲吉:p. 31 

一 28ー



信用組合法案の社会的性格

民層の大量の分化・分解は，戦前日本資本主義が体制的に確立していなかった

段階(本稿でいう形成期日本資本主義〉であるだけに，明治政府の政治支配の

危機に直結する可能性をもっていたのである。それだけに，当該期の8反以下

の零細農の経済的破綻・没落は，明治政府をして逸早く信用組令法案を政治の

正面舞台に登場させることとなったといえよう。就中，明治政府がその体制的

中間層として期待しうる 8反以上1町6反前後の自作上層，中小地主層をも経

済的破綻にまきこんでいたてんに，われわれはその危機的状況をみいだしえよ

う。

とりわけ農民層の大量の没落は，たんにかれらの前期的支配に吸着する高利

貸資本等への直接的抗抵(体制的沈静期の農民騒擾〉のみでなく反政府的性格

を明瞭にもった秩父騒動(明治17年〕などに典型的にみられるように，その裡

にたえず大衆的蜂起の要因をはらませていたので、あった。しかも，当時，豪農

層をもまきこんで地方に基盤をおく民党勢力(自由民権運動の系譜をひく向由

党や改進党など〉が r民力休養・地租軽減」要求をひっさげて明治政府と対
立・抗争をふかめていたこともあわせてみるべきだろう。体制的に確立して以

降の戦前日本資本主義の再編期に登場してくる「地方問題」とは次元を異にす

るが，この明治20年代前半において，明治政府が既述の 4二条の軌道もを実現

していくうえで「地方問題jは決定的な意義をもっていたので、ある。したがっ

て，形成期日本資本主義において，明治政府は反政府的抵抗の芽をもふくむ地

方経済の危機に直面して，その政治支配の徹底をはかるうえで信用組合法案を

11と緊の政治日程の一つにしたのだった。

周知のように，この信用組合法案は，明治政府と民党との間での予算案をめ

ぐっての対立で衆議院の解散(明治25年2月〕となり p 審議未了・廃案となっ

た。しかも，品川は総選挙時の民党退治にひとしい露骨な干渉，日可責なき弾圧

行使の直接指揮者でもあった。総選挙後，品川はその責を負って政界を下野し

た。なお，品川は内務大臣に就任する(明治24年 6月〉以前に，宮中顧問官，

+1R密顧問官のほか，宮内省御料局長を兼任していた。そのとき，品川は広大な

|玉l有林を御料林に編入するなど(明治22年)，戦前の軍事的半農奴制的な日本

資本主義の体制固めのうえで重要な役割を果たしていた。

L 、ずれにしても，信用組合・法案の立法日的は 8反以上1町6反前後の自作

j二!習・中小地主を核とし， 8反以下の尼大な零細農層で構成される「中産以下
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の人民」を，明治政府の完全な掌握ドにおくために，地方の経済の充実と政治

(+1央「政事1とは区別される地方「施治」〕=経済的破綻に起因する反政府的
傾向を遮断・排除する)の円滑化を指向していくてんにあったのである。で

は，なぜ明治政府は，農業者が圧倒的に I~Îめているにもかかわらず，一般に '-1'

小の商工業者に基燥を有するシュノレツェ方式の信月J組合法案を，その地方支配

の一環としてうちだしたので、あろうか。既述したところの信用組合法案じしん

のもつ性格(小生産者中心で営利主義を基調〉と，その立法目的(農業者中心

の地方支配の一環〉との!片!の講離をつくことこそ，信用組合法案固有の性格を

みいだしえよう。別言するならば，品川一平聞のラインで，なぜ同工異曲とも

うけとれるシュルツェ方式の信用組合ー法案が採用されたのかを，次に問わねば

ならなくなった。そこで， ドイツにおけるシュノレツェの協同組合運動にふれる

ことにしよう O

VI シュルツェ協同組合運動の社会的意義
一階級対立解消策としての中産階級化構怨ー

シュルツェは， 19世紀中葉からその70年代にかけて隆昌していた「ドイツマ

ンチェスター派」の有力な一員であった。この「ドイツマンチェスター派」

は， rH由貿易派」とも呼ばれていた。それは，イギリス産業資本循環にその
利害を結びつけていた北ドイツに運動の基盤をおいていた。すなわち，この派

は北ドイツのユンカー経営(火澗と穀物輸出)，手工業者(綿織物輸出)，商業

資本(北方開港諸都市)等々の対イギリス市場への進出に際して，自由貿易運

動にこれら勢力を糾合していったてんにその社会的意義を有した。自由貿易主

義は，本来なら産業資本によって運動化されるものである。しかし， i雨ドイツ

およびラインランドに発達する産業資本(重化学工業)は r世界の工場」た
るイギリスへの対抗上，関税保護を要求してこの派の主張をうけいれる立場に

45)藤間・前掲書 p.31. 

46)，藤田・前掲書 p.31. 

47) rドイツ・ 7 ンチェスター派」は， 1860年代末から70年代初頭にかけてのプ
ロイセンドイツの体業界・政治会・思想、会を席倦した向山放任主義を唱導し
た人々をさす。プリンス・スミスを代表者としている。ピスマノレクの社会政
策の実施に寄与した諮問社会主義と刈1していた(大河内 リ)W独逸社会政
策思想史(トJ~ 参!問。
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はなかった。やがて，前世紀の70~r-代のドイツ資本主義の帝国主義への転化

(南ドイツ重化学工業部門のヘゲモニー確立〕にともなって， rドイツマンチ

ェスター派」は衰退の途を辿ることとなった。

さて，この派のなかでシュノレツェの協同組合運動は， l 、かなる位置を占めた

のであろうか。それは，この派の労働者問題の把握の仕方にかかわっている。

この派にあっては，労働者問題(失業，疾病，災害，貧困化等々〉を資本制生

産様式から不可避的に生起してくるもの，との視点は欠落していた。いきお

い "arbeitetund sparet“(働け，そして貯蓄せよ)との「白己救助Jが，

この派の労働者問題への唯一の原則的対策となっていた。 rドイツマンチヱス
ター派」は，労働者問題解決の方途を労働者の能率増進と，他国でその節約・

貯蓄にもとづく生活向上とにもとめた。潮路ゆきつくところそれは，労働者階

級を中産階級化する構想であった。また，これのイデオロギー的役割は，新興

の労働者階級の団結の強化と勃興する社会主義運動への憎悪をあらわすもので

あった。

このてんで， ピスマルクの社会保険の採用と動機を共通にしている。しかし

シュルツヱ I~身も含めて，この派が進歩党勢力の基盤となっているてんで，ピ

スマルクの保守党との対立・抗争をまねいたので、あった。この派の労働者階級

を中産階級化する構想に該当するのは，手工業者に少数の熟練労働者ないし労

働貴族層にすぎなかった。シュルツェの協同組合運動の対象とするところも，

資本主義経済の発展にともなって没落していく中小工業者および手工業者の更

ll:策としてであった。その運動理念は，いうまでもなく「自己救助」であり，

「資本主義の構成分子」としての力を養うことに帰結していった。その協同組

合(信用組合に典型〉の運'芦は，利子付借入資本にもとづいていた。それは，

平田のL、う「常利心」誘般の原則であった。「ド1己救助」の理念から巣立った

シュルツェの信HJ組合は，後年，次第に抹式形態(銀行資本〕)に変形していっ

たのも歴史の示すところである。

48)大河内・前掲警 p.67. 
49) ドイツ社会主義運動の指導者ラッサーノレ (1825年~1864年〉の‘ンュルツェに
与えた批判(大河内・前掲書 p.80)。

50) 1864年，シュノレツェの協同組合運動の大きぬ仁成果である協同組中央銀行・
Deu tsche Genossenschaftsbankが設、主されたp しかし，株式組織に変形
して， 1905年には大銀行の 1つ DresdnerBankに併介された(大河内・ fiij
J貼だ p.80)0 
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以上みたように，シュルツェ方式が i自己救助」を唱導して労働者階級の

と層や手工業者の中産階級化を指向する協同組合運動であった。一方，品川一

平日の信用組合e法案では「勤倹自助」がし、われ「中産以下の人民」の維持が指

向されていた。前者では「自己救助」が，後者では「勤倹I'l助」の唱導がみら

れた。これらは，ともに資本主義形成期の中小生産者の没落に直面して，歴史

の正面に登場してきたてんで共通である。しかも，これら中小生産者の没落が

階級対立の激化を招来することのないように，と裡に懐いているてんでも。

それでは，われわれは品川一平田のラインによっての同工異曲ともとれるシ

ュルツェ方式に拠っている信用組合法案が，後年，制定をみる産業組合法(明

治33年・ 1900年)になにを刻印したかをみなければならなくなった。そのた

め，シュルツェの信用組合が，やがてピスマルクの社会政策の登場等によっ

て，変質した歩みを辿るとはし、ぇ，中産階級化への自主的運動として，一時期

社会的勢力をえたことに留目したい。後発資本主義国の日本のばあい，大部分

を農業者で占めていた小生産者層は，かれらじしんに資本蓄積の条件をもちあ

わせてはいなかった。それは， Vでふれた農民状態に明示されていよう。よし

んば，品川i一平田の信用組合法案が成立したと仮定しても，その十全な発展は

みられなかったろう。そのことは，品川や平田の貴族院審議で，報徳社等の組

織をとりだしてこの法案実現を督励するといったてんにもうかがえよう O

いきおい信用組合法案の後年の産業組合法案のなかに刻印したものは，以下

のようなこととなろう。それは，シュノレツェの信用組合・と同じく，資本主義の

発展に促迫されて没落を余儀なくされる小生産者層を階級対立の激化に導くこ

となく維持する方策として産業組合法案のなかに継承されていったので、ある O

しかも日本のばあい，農業を主とする小生産者層は，それじしんに資本蓄積の

条件を欠くが放に，没落分解の可能性をたえずもっていた。それは，日本資本

主義の体制的危機にも直結する意味をもっていよう。かかる条件からして，産

業組合法案の成立は農業者の自作農化ないしは中産者化への途が否定され，そ

れの顕倒的な解決の途である寄生地主制の形成との重畳関係のなかにおかれた

とみるべきだろう。信用組合法案が上程され，粁余曲折の後，産業組合法とし

て制定にいたるまで約10'1ミを要したのは， J二述の経過(法案の制定が寄生地主

;/11)の成立にリンクずる〉から児解できょう。以上治勺品川一平田のラインによ

ってもちこまれたシュルツェ方式の信JlJ組令法案内布する(産業組合司法案に縦
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承されていく〉歴史的意義で、ある。次に，明治20年代前半の農政の基調をみて

みよう。

叩 明治20年代前半の農政の基調
一信用組合法案との関連で

第2帝国議会には信用組合法案の他に農会法案，農事試験場設置法案が上程

されていた。いわゆる「農事三法案Jである。これらをみることによって，明

治20年代の農政の基調を知ることができょう。周知のように明治期農政は，当

初，内務省主導の殖産興業の一環として出発した。多分に士族援産をも企図す

る勧農政策としてである。大久保積極農政と称されるように，欧米模倣の大農

法が採用されていた。

しかし，殖産興業政策が明治10年代において「模範官営」方針から「民業保

護」方針への転換がはかられたように，明治14年(1881年〕の農商務省の創設

は，従来の強い干渉主義的な勧農政策の手直しを意味していた。それは，在来

農法の担当者たる老農と欧米の新技術をえている官僚とが参集していた大日本

農会(明治14年設立〉等に代表されよう。そういったてんで、当該期の農政は，

明治30年代の官僚主導のもとにすすめられていくのを準備する段階でもあっ

た。すなわち，明治30年代初頭に農会法〔農業技術奨励団体〉やE主業組合法

(農業経済団体)を中心にうちだされてくる農業関係諸立法の体系化を方向ず

けてL、く意味においてである。

したがって，日本農業が資本蓄積の条件を欠くが故に，自作農発展の途を閉

ざされて寄生地主制が次第に支配・定着を強化してくる過程に，当該期の農政

は位置していた。この期において，大日本農会を頂点とする天下り的な技術奨

励団体は，体制(](J沈静期を経るなかで，老農技術の継承者たる耕作地主=豪農

経営の没落を一部に含むなどして，その活動を不振なものにしていた。これ

は，政府官僚が寄生地主層をとおして，生産技術指導体制を完成させていくこ

とが未達成であったことを示していよう。この期の豪農経営は，産業資本の本

51)大日本農会は，既設の東洋食会，東京談会を合併し，その他の団体，および
地方の老農，勧業課員らを糾合して，全国的組織の中央農業団体として結成
された。それは，各地で農事の改良進歩を目的とする事業を行なった。政府
による農業同体行政の代行機関としての役割を来たしていた(伝田・前掲許
p. 76)。
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格的展開とふれあうことによって，農村家内工業部門を切り離して土地所有の

集中(寄生地主化〉にのりだしたり，経営全体を破綻させていたりしていた。

だが，明治20年代前半において，かれらは農村における唯一の商品生産者とし

ての開明性をもちあわせていた。それは，かれらが地方段階で組織していった

農談会の活発さや，府県で、の民党運動の担い手として表現されているところで

ある。農談会などを熱心にすすめた部分は，反政治(反民党)的実業党ないし

「実業家」としての地主(反民党的という意味では，政府官僚との妥協も容易

にしており，寄生地主層としての利益にも途をつけていった部分といえよう〕

といわれている。また，民党運動に精力を注ぐ部分は政論家」の地主とい

われた。いずれにしても，明治20年代は寄生地主層としての利害で一本にまと

まるといった段階ではなかったろう O

かかる条件に制約されて，当該期の農政はうちだされたのである O すなわ

ち，農会法案や農事試験場設置法案は， I政府官僚の指導ないし補助のかたちを

とって農業外産力の向上を目的としていた。しかし，他聞では I政論家」の

地主といわれる ~I\分の民党運動からの離反をはかることもその担にふくまれて

いた。それは.i員会法案のなかに農商務大臣や地方長官による解散指示を含む

監督統制条項に明示されていよう。かくて，補助と官僚統制の合体を基調とす

る農政の展開は，当該期では地主との対抗関係(地租軽減運動，民党運動等〉

からして，本格化しえず明治30"t'.代初頭までもちこされることとなった。つま

り，寄生地主制が農村を支配するのみでなく，日本資本主義体制のなかにブロ

ッグ・インする明治30年代初頭に，産業組合法をはじめとする農業関係諸立法

が矢つぎ早ゃにうちだされたのであった。ともあれ明治20年代前半では，信)~~

組合法案も含む「農事三法案」は，日本資本主義の体制的未成熟とも関連し

て，それらの成立の基礎を欠いていた。

52)綿谷組夫『帝IJiI段会史荷i別刷11p. 1.3. 
53). 54)綿谷・自ij掲議 p.21. 
55)明治24年の幾会法案の要点は.(1)部区域， (2)会員資絡を都内iU!ijln400円〔がJ
l町2反の問畑)以一1:所有者に限定， (3)有資格者の強制加入， (4)会費の強制
徴収， (5) 1農会当たり.300円以内の補助金交制等々であった〔綿谷.ílíj掲 ~flF 
p. 51.渡辺洋:-'.W農業とil、11p. 42~p. 43)0 
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明 信用組合法案の社会的性格

~ 結びにかえて一

明治24年の信用組合-法案は，審議未了・廃案となって，歴史の舞台に登場す

る機会は与えられるところではなかった。しかし，それは戦前の産業組合の発

展の性格を大きく規制するものであった。すなわち，信用組合法案の裡には，

たんに経済団体法としてはとどまりえぬものが含まれているのを知ろう。その

ことは，固有の性格を信用組合法案に付与するとともに，後年の産業組合法案

にも継承されていくものであった。このことは，当該法案の立法日的に明示さ

れていよう。いわば8反以下の尼大な零細農層を含み，自作上層から中小地主

にかけての「中産以下の人民」の没落防止が，それの直接の目的であった。と

もあれ，かかる「中広以下の人民」の没落は r国家の土台」視点に立つ品川
一平田のラインにとって，明治政府の地方支配を徹底させるうえで看過しえな

いものであったろう。

周知のように，信則組合法案はドイツのシュルツェ方式を母法にもっといわ

れてきた。そして，それは都市の中小の商工業者の信別組合に妥当するものと

か，農村に発展するライブ 7イ七苧ン方式の信)IJ組合との対比とかいったてんで

よくとりあげられてきた。本稿では，さらに一歩すすめて，シュルツェ方式の

信Hl主任令は，資本主義形成期の中小性産者の経済的破綻・没落による階級対な

激化の防止策として，かれらの中産階級化をはかるてんにその社会的意義を有

するものとした。

まさに，このてんでは品川一平田のラインの信用組合・法案に共通のものであ

るのしかし IJ本のぱあい，法案の対象となる農業部門はその内部蓄積の条件

を欠くが故に，中産階級化の途は閉ざされていた。さらに，信用組合法案が干ii'

I~，ì議会の論争場裡にあった明治20年代前半は，日本資本主義体制が未成熟であ

ったため，農民層の大衆的な没吉年が，即ffi6に明治政府の危機に直接結びつく可

能性をもっていた。かくて，信用組合法案の社会的性格とは r小民の符利
心」誘披による中産階級化の構想、を実現させる条件を欠くままこれらの小生産

者層を地方支配の徹底の視点(階級対立防止も含む〉で維持するてんにあっ

た。

この信JH組令法案の有する社会的'性格は，形成期日本資本主義の体制|固めに

R
J
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照応しつつ産業組合法案に継承されていった。いわば産業組合法は I事情の

力(寄生地主制が日本資本主義体制lにブロック・イン完了)Jと「鞭の力(治安

警察法公布等)Jとの一致・斉合がもたらされた時点に成立(明治33年〉をみ

たといってよし、。そこで I平田型」の産業組令・では，農会と対をなすかたち

で地主の小作入管:Bi!・掌握の強化に機能する方向を性格ずけられることとなっ

たのである。それは， lílJI!~j に小作争議や労働者階級の団結，社会主義運動の拾

頭に対する「血清治療〔抑止下段)Jとしての役割も担わされてL、たのであっ

fこ。

57)産業組合法と時を同じくして(明治33年3月)，治安警察法は制定された。

法制j局長官(当時)の平回東助は，その制定の中心にいた。やがて I大逆
事件Jなどで察明期の社会運動に「冬の時代」を招来したのもこの治安警察
法で、あった。

58)農会と産業組合の両面指導者といわれる加納久宜は I是等社会党的流行病

を絶滅する所の策としては即ち産業組合と云ふ血清治療を以てするより外に

策はない(農商務学ì-mt務局『地主と産業組令~ p. 50) Jとのベた。
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